
 

関原発第４３７号  
令和２年１２月 ４日  

 
 原子力規制委員会 殿  
 

住 所       大阪市北区中之島３丁目６番１６号  
申 請 者 名       関 西 電 力 株 式 会 社 
代表者氏名  執 行 役 社 長   森 本  孝 

 
大飯発電所１号発電用原子炉施設廃止措置計画変更認可申請書の  

補正について  
 
 

令和２年８月２８日付け関原発第２８７号をもちまして申請いたしまし

た大飯発電所１号発電用原子炉施設廃止措置計画変更認可申請書につい

て、下記のとおり補正いたします。  
 
 
 

記  

 

大飯発電所１号発電用原子炉施設廃止措置計画変更認可申請書の本文及

び添付書類を、別添の大飯発電所１号発電用原子炉施設廃止措置計画変更認

可申請書（令和２年８月２８日 関原発第２８７号）の補正前後比較表の補

正後欄のとおり一部補正する（ただし、変更箇所を示す記載は含まない）。  
 

以上  

  



 

別添  

 

大飯発電所１号発電用原子炉施設廃止措置計画変更認可申請書  

（令和２年８月２８日 関原発第２８７号）の補正前後比較表  



大飯発電所１号発電用原子炉施設廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表 

 
 

－
1
－
 

注）下線は補正箇所を示すものであり、補正事項に含まない。 

頁  補正箇所  補正前  補正後  理由 

－  

 

四  

第 4-2 表  

廃止措置対

象施設  

 

  

 

 

 

 

 

・記載の適正化  

（注記番号の削除）  

 

・廃止措置対象施設

の変更  

（使用済燃料輸送容

器の追加）  

 



大飯発電所１号発電用原子炉施設廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表 

 
 

－
2
－
 

注）下線は補正箇所を示すものであり、補正事項に含まない。 

頁  補正箇所  補正前  補正後  理由 

－  

 

四  

第 4-2 表  

廃止措置対

象施設  

 

  

 

 

 

・記載の適正化  

（注記番号の削除）  

 

 



大飯発電所１号発電用原子炉施設廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表 

 
 

－
3
－
 

注）下線は補正箇所を示すものであり、補正事項に含まない。 

頁  補正箇所  補正前  補正後  理由 

－  五  

第 5-1 表  

解体対象施

設  

  

 

 

 

 

 

 

 

・解体対象施設の変

更  

（使用済燃料輸送容

器の追加）  

 

 



大飯発電所１号発電用原子炉施設廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表 

 
 

－
4
－
 

注）下線は補正箇所を示すものであり、補正事項に含まない。 

頁  補正箇所  補正前  補正後  理由 

9 

 

六  

1. 

性能維持施

設 

 

六  性能維持施設  

 

1.  性能維持施設  

(2)  新燃料貯蔵設備 について 、新燃料を貯蔵している期間、

臨界防止機能及び性能を維持管理する。使用済燃料貯蔵

設備について、使用済 燃料を貯 蔵してい る期間、臨界防

止機能及び性能並びに浄化・冷却 等の機能及び性能を維

持管理する。また、核燃料物質取扱設備 について、使用

済燃料を貯蔵している期間、臨界 防止機能及び性能並び

に燃料落下防止機能及び性能を維持管理する。  

 

六  性能維持施設  

 

1.  性能維持施設  

(2 ) 新燃料貯蔵設備について、新 燃料を貯蔵している期間、

臨界防止機能及び性能を維持管理する。使用済燃料貯蔵

設備について、使用済 燃料を貯 蔵してい る期間、臨界防

止機能及び性能並びに浄化・冷却等の機能及び性能を維

持管理する。また、核燃料物質取扱設備 について、使用

済燃料を貯蔵している又は構内輸送する期間、臨界防止

機能及び性能、燃料落下防止機能及び性能並びに除熱等

の機能及び性能を維持管理する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・性能維持施 設の変

更  

（使用済燃料 輸送容

器の追加）  

 

 

 

 



大飯発電所１号発電用原子炉施設廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表 

 
 

－
5
－
 

注）下線は補正箇所を示すものであり、補正事項に含まない。 

頁  補正箇所  補正前  補正後  理由 

12 

 

六  

第 6-1 表  

性能維持施

設 

 

  

 

・性能維持施 設の変

更  

（使用済燃料 輸送容

器の追加）  

 

 

 

 

 

 

 

 

・定期事業者 検査の

実施号炉の明確化  

 



大飯発電所１号発電用原子炉施設廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表 

 
 

－
6
－
 

注）下線は補正箇所を示すものであり、補正事項に含まない。 

頁  補正箇所  補正前  補正後  理由 

13 

 

六  

第 6-1 表  

性能維持施

設 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・定期事業者 検査の

実施号炉の明確化  

 



大飯発電所１号発電用原子炉施設廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表 

 
 

－
7
－
 

注）下線は補正箇所を示すものであり、補正事項に含まない。 

頁  補正箇所  補正前  補正後  理由 

14 

 

六  

第 6-1 表  

性能維持施

設 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・定期事業者 検査の

実施号炉の明確化  

 



大飯発電所１号発電用原子炉施設廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表 

 
 

－
8
－
 

注）下線は補正箇所を示すものであり、補正事項に含まない。 

頁  補正箇所  補正前  補正後  理由 

15 

 

六  

第 6-1 表  

性能維持施

設 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・定期事業者 検査の

実施号炉の明確化  

 



大飯発電所１号発電用原子炉施設廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表 

 
 

－
9
－
 

注）下線は補正箇所を示すものであり、補正事項に含まない。 

頁  補正箇所  補正前  補正後  理由 

16 

 

六  

第 6-1 表  

性能維持施

設 

 

  

 

 

 

 

・記載の適正 化  

（手足モニタ （退出

モニタ）の性能の

見直し）  

 

 

 

 

・定期事業者 検査の

実施号炉の明確化  

 

 



大飯発電所１号発電用原子炉施設廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表 

 
 

－
1
0
－
 

注）下線は補正箇所を示すものであり、補正事項に含まない。 

頁  補正箇所  補正前  補正後  理由 

17 

 

六  

第 6-1 表  

性能維持施

設 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・定期事業者 検査の

実施号炉の明確化  

 



大飯発電所１号発電用原子炉施設廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表 

 
 

－
1
1
－
 

注）下線は補正箇所を示すものであり、補正事項に含まない。 

頁  補正箇所  補正前  補正後  理由 

18 

 

六  

第 6-1 表  

性能維持施

設 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・定期事業者 検査の

実施号炉の明確化  

 



大飯発電所１号発電用原子炉施設廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表 

 
 

－
1
2
－
 

注）下線は補正箇所を示すものであり、補正事項に含まない。 

頁  補正箇所  補正前  補正後  理由 

19 

 

六  

第 6-1 表  

性能維持施

設 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・定期事業者 検査の

実施号炉の明確化  

 



大飯発電所１号発電用原子炉施設廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表 

 
 

－
1
3
－
 

注）下線は補正箇所を示すものであり、補正事項に含まない。 

頁  補正箇所  補正前  補正後  理由 

20 

 

六  

第 6-1 表  

性能維持施

設 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・定期事業者 検査の

実施号炉の明確化  

 

 



大飯発電所１号発電用原子炉施設廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表 

 
 

－
1
4
－
 

注）下線は補正箇所を示すものであり、補正事項に含まない。 

頁  補正箇所  補正前  補正後  理由 

 

 

 

 

6-2 

 

 

6-3 

 

 

 

 

 

 

添付書類六  

2. 

性能維持施

設の機能及

びその性能  

 

 

 

 

 

 

添 付 書類 六  性 能 維 持 施 設 及 び そ の 性 能 並 び に そ の 性 能 を

維持すべき期 間に関す る説明書  

 

2. 性能維持施設の 機能及び その性能  

(2)  核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設  

a.  核燃料物質取扱設備  

廃止措置では、新燃料及び使用済燃料の搬出などの

際に取り扱う必要があることから、「臨界防止機能」、

「燃料落下防止機能」及 び「除染機 能」を有する設備

を維持する。具体的性能維持施設は下表のとおり。  

 

維持機能  性能維持施設  

臨界防止機能  
燃料落下防止 機能  

使用済燃料ピットクレーン  
補助建屋クレーン  

除染機能  
除染装置  
（使 用済燃 料 輸送 容器を 除 染す

る場所（除染場））  

 

 

「臨界防止機能」及び「燃料落下防止機能」を有す

る性能維持施設の性能は、以下のとおり。  

・燃料集合体を取扱中、動力電源が喪失した場合に

燃 料 集 合 体 が 停 止 し た 位 置 に て 保 持 さ れ る 状 態

であること。また 、取扱中に 燃料集合 体が破損し

ないよう正常 に動作す る状態で あること 。  

添 付 書 類 六  性 能 維 持 施 設 及 び その 性 能 並 び に そ の 性 能 を

維持すべき期 間に関す る説明書  

 

2.  性能維持施設の機能及びその性能  

(2)  核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設  

a.  核燃料物質取扱設備  

廃止措置では 、新燃料及び使用済燃料の搬出などの

際に取り扱う必要があることから、「臨界防止機能」、

「燃料落下防止機能」、「除染機能」、「除 熱機能」、「密

封機能」及び「放射線遮蔽機能」を有 する設備を維持

する。具体的性能維持施設は下表のとおり。  

維持機能  性能維持施設  

臨界防止機能  
燃料落下防止 機能  

使用済燃料ピットクレーン  
補助建屋クレーン  

除染機能  
除染装置  
（ 使 用 済 燃 料 輸 送 容 器 を 除 染

する場所（除染場））  
臨界防止機能  
除熱機能  
密封機能  
放射線遮蔽機 能  

使用済燃料輸送容器  

使 用 済 燃 料 ピ ッ ト ク レ ー ン 及 び 補 助 建 屋 ク レ ー ン

の性能は、以下のとおり。  

・燃料集合体を取扱中、動力電源が喪失した場合に

燃 料 集 合 体 が 停 止 し た 位 置 に て 保 持 さ れ る 状 態

であること。また、取扱中に 燃料集合 体が破損し

ないよう正常 に動作す る状態で あること 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

・性能維持施設の変

更  

（使用済燃料輸送容

器の追加）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大飯発電所１号発電用原子炉施設廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表 

 
 

－
1
5
－
 

注）下線は補正箇所を示すものであり、補正事項に含まない。 

頁  補正箇所  補正前  補正後  理由 

「除染機能」を有する性能維持施設の性能は、以下

のとおり。  

・除染に影響するような有意な損傷がない状態であ

ること。  

 

 

除染装置（ 使用済燃 料輸送容 器を除染する場所（除

染場））の性能は、以下のとおり。  

・除染に 影響する ような有意な損傷がない状態であ

ること。  

使用済燃料輸 送容器の 性能は、 以下のと おり。  

・使用済 燃料の運 搬及び放射線障害の防止に影響す

るような有意 な損傷が ない状態 であるこ と。  

 

 

・性能維持施設の変

更  

（使用済燃料輸送容

器の追加）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大飯発電所１号発電用原子炉施設廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表 

 
 

－
1
6
－
 

注）下線は補正箇所を示すものであり、補正事項に含まない。 

頁  補正箇所  補正前  補正後  理由 

 

6－ 10 

添付書類六  

2. 

性能維持施

設の機能及

びその性能  

 

 

(4)  放射線管理施設  

c .  管 理 区 域内 作 業 に 係る 放 射 線 業務 従 事 者 の 被 ば く 管

理  

廃止措置では、管理区域内で作業を行うため、「放射

線監視機能」及 び「放射線 管理機能」を 有する設備を

維持する。具体的性能維持施設は下表のとおり。  

維持機能  性能維持施設  
放射線監視機 能  手足モニタ（退出モニタ）  

放射線管理機 能  
放射線管理設備（出入管理室、化

学分析室、放射線測定室）  

「 放 射 線 監 視 機 能 」 を 有 す る 性 能 維 持 施 設 の 性 能

は、以下のとおり。  

・管理区域からの退出時に放射性物質の濃度が著し

く 上 昇 し た 場 合 に お い て こ れ ら を 確 実 に 検 出 で

きる状態であ ること。  

「 放 射 線 管 理 機 能 」 を 有 す る 性 能 維 持 施 設 の 性 能

は、以下のとおり。  

・出入管理、汚染管理及び放射線分析ができる状態

であること。  

 

(4)  放射線管理施設  

c .  管理 区 域内 作 業 に 係る 放 射 線 業 務 従 事 者の 被 ば く 管

理  

廃止措置では 、管理区域内で作業を行うため、「放射

線監視機能」及び「放射線管理機能」を有する設備を

維持する。具体的性能維持施設は下表のとおり。  

維持機能  性能維持施設  
放射線監視機 能  手足モニタ（退出モニタ）  

放射線管理機 能  
放射線管理設備（出入管理室、化

学分析室、放射線測定室）  

「 放 射 線 監 視 機 能 」 を 有 す る 性 能 維 持 施 設 の 性 能

は、以下のとおり。  

・表面汚染密度を測定できる状態であること。  

・警報設 定値にお いて警報が発信する状態であるこ

と。  

「 放 射 線 管 理 機 能 」 を 有 す る 性 能 維 持 施 設 の 性 能

は、以下のとおり。  

・出入管理、汚染 管理及び放射線分析ができる状態

であること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化  

（手足モニタ（退出

モニタ）の性能の

見直し）  

 



大飯発電所１号発電用原子炉施設廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表 

 
 

－
1
7
－
 

注）下線は補正箇所を示すものであり、補正事項に含まない。 

頁  補正箇所  補正前  補正後  理由 

 

 

6-17 

添付書類六  

3. 

性能 維持施

設の 維持期

間  

3. 性能維持施設の 維持期間  

(2)  核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設  

a.  核燃料物質取扱設備  

核燃料物質取扱設備の「臨界防止機能」、「燃料落下

防止機能」及び「除染機能」並びにその性能は、使用

済燃料貯蔵設備（１号及び２号炉共用）内の使用済燃

料の搬出が完了するまで維持する。  

 

3.  性能維持施設の維持期間  

(2)  核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設  

a.  核燃料物質取扱設備  

使 用 済 燃 料 ピ ッ ト ク レ ー ン 及 び 補 助 建 屋 ク レ ー ン

の「臨界防止機能」及び「燃料落下防止 機能」並び に

その性能は、使用済燃料貯蔵設備（１ 号及び２号炉共

用）内の使用済燃料の搬出が完了するまで維持する 。  

除染装置（ 使用済燃 料輸送容 器を除染する場所（除

染場））の「除染機能」及びその性能は、使用済燃料貯

蔵設備（１号及び２号炉共用）内の使 用済燃料の搬出

が完了するまで維持する。  

使 用 済 燃 料 輸 送 容 器 の 「 臨 界 防 止 機 能 」、「 除 熱 機

能」、「密封 機能」及び「放射線遮蔽機能 」並びにそ の

性能は、使用済燃料貯蔵設備（１号及び２号炉共用 ）

内の使用済燃料の構内輸送が完了するまで維持する 。  

 

 

 

 

・性能維持施設の変

更  

（使用済燃料輸送容

器の追加）  

 



大飯発電所１号発電用原子炉施設廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表 

 
 

－
1
8
－
 

注）下線は補正箇所を示すものであり、補正事項に含まない。 

頁  補正箇所  補正前  補正後  理由 

6－ 19 

 

添付書類六  

3. 

性能維持施

設の維持期

間  

(6)  火災防護  

消火栓の「消火機能」及びその性能は、各建屋を解体

する前まで維持する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)  その他の安全対策  

消火栓の「消火機能」及びその 性能は、各建屋を解体

する前まで維持する。  

 

・記載の適正化  

 

 

 



大飯発電所１号発電用原子炉施設廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表 

 
 

－
1
9
－
 

注）下線は補正箇所を示すものであり、補正事項に含まない。 

頁  補正箇所  補正前  補正後  理由 

 

 

6-追 -1 

 

添付書類六  

目次 

 

目   次  

 

追補 1 「 3.  性能維持施設の機能及びその性能」の追補  

Ⅰ .  使用済燃料貯 蔵設備から冷却水が大量に漏えいする 事

象における燃料の評価について  · · · · · · ·· · · · · ··  6-追 1 -1 

Ⅱ .  使用済燃料ピ ット水大規模漏えい時の使用済燃料の 健

全性について  · · ·· · · · · · ·· · · · · ·· · · · · ·· · · · · ·· · · · · · ··  6-追 1 -3 

Ⅲ .  使用済燃料ピ ット水大規模漏えい時の未臨界性評価 に

ついて  · · · · ·· · · · · · ·· · · · · ·· · · · · ·· · · · · ·· · · · · · ·· · · · · ·6 -追 1 -17 

Ⅳ .  使用済燃料ピ ット水大規模漏えい時の使用済燃料か ら

の ス カ イ シ ャ イ ン 線 に よ る 周 辺 公 衆 へ の 放 射 線 被 ば

くの影響について  · · · ·· · · · · ·· · · · · ·· · · · · · ·· · · · · ·6 -追 1 -31 

 

目   次  

 

追補 1 「 2.  性能維持施設の機能及びその性能」の追 補  

Ⅰ .  使用済燃料貯蔵設備から冷 却水が大量に漏えいする事

象における燃 料の評価 について  · · · · · · · ·· · · · · ·  6 -追 1 -1  

Ⅱ .  使用済燃料ピット水大規模 漏えい時の使用済燃料の健

全性について  · · · · ·· · · · · ·· · · · · ·· · · · · ·· · · · · · ·· · · · · ·  6 -追 1 -3  

Ⅲ .  使用済燃料ピット水大規模 漏えい時の未臨界性評価に

ついて  · · · · · ·· · · · · ·· · · · · · ·· · · · · ·· · · · · ·· · · · · ·· · · · · ·6-追 1 -17  

Ⅳ .  使用済燃料ピット水大規模 漏えい時の使用済燃料から

の ス カ イ シ ャ イ ン 線 に よ る 周 辺 公 衆 へ の 放 射 線 被 ば

くの影響につ いて  · · · · ·· · · · · ·· · · · · ·· · · · · · ·· · · · ·6-追 1 -31  

 

 

 

・記載の適正化  

 



大飯発電所１号発電用原子炉施設廃止措置計画変更認可申請書 補正前後比較表 

 
 

－
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注）下線は補正箇所を示すものであり、補正事項に含まない。 

頁  補正箇所  補正前  補正後  理由 

6-追 -2 

 

添付書類六  

タイトル  

 

追   補   1 

「 3.  性能維持施設の機能及びその性能」の追補  

 

添付書類六「 3.  性能維持施設の機能及びその性能」の記述

に次のとおり追補する。  

 

追   補   1  

「 2. 性能維持施設の機能及びその性能」の追補  

 

添付書類六「 2.  性能維持施設の機能及びその性能」の記述

に次のとおり追補する。  

 

 

・記載の適正化  
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－
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注）下線は補正箇所を示すものであり、補正事項に含まない。 

頁  補正箇所  補正前  補正後  理由 

 

 

 

9－ 7 

 

添付書類九  

4.3.2 

不適合の管

理  

 

添 付 書類 九  廃 止 措 置 に 係 る 品 質 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム に

関する説明書  

 

4.3 .2.  不適合の管理  

(1)  原子力 部門は、個別業務等 要求 事項に適合しな い機器

等が使用され、又は個 別業務が 実施され ることがないよ

う、当該機器 等又は個 別業務を 特定し、これを管理する

（不適合が確認された機器等又は個別業務が識別され 、

不適合が全て管理されていることをいう）。  

 

添 付 書 類 九  廃 止 措 置 に 係 る 品質 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム に

関する説明書  

 

4.3.2 不適合の管 理  

(1)  原子力部門は、個別業務等要求事項 に適合しない機器

等が使用され 、又は個別業務が実施されることがないよ

う、当該機器 等又は個 別業務を 特定し、これを管理する

（不適合が確 認された 機器等又 は個別業 務が識別され 、

不適合が全て 管理され ているこ とをいう ）。  

 

 

 

 

・記載の適正化  

 

 


